
東十八間櫓・北十八間櫓・五間櫓下石垣の復旧措置（案）について 【資料２】

■今回の委員会での報告・審議事項

１．安全対策検討について【審議】（資料2-1-1～2-1-4）

⇒H180（判定「A」）を除く石垣は、石垣外部の安全対策（落石防護工）が適さないため、今後は現代工法を伴う修理検討を行う

２．栗石層の床掘勾配変更【審議】（資料2-2-1～2-2-6）

⇒栗石層の床掘勾配を【35.0度】に再設定

⇒床掘勾配の再設定に伴い、H173・H174石垣の解体範囲を変更

■令和４年度の審議予定

・ H162下部前面コンクリート押え補強検討 ・崩落築石復元案

・石垣裏込め復旧案 ・石垣補強案 など

■対象石垣
重要文化財東十八間櫓・北十八間櫓・五間櫓下石垣（１７面）

■これまでの経緯
【2021令和3年度 文化財修復検討委員会】

・（5/31）北十八間櫓ほか８棟の耐震診断結果の報告、耐震補強案の承認

・（8/6）石垣復旧工法案の承認

⇒崩壊・変状度合が著しく、変状部を残した状態で重要文化財建造物を復旧できないため、

復旧措置として「解体工法」を選択・検討する。

石垣解体範囲検討のための復旧勾配基準設定案の承認

⇒石垣天端部の崩壊・変状が著しいため、重要文化財建造物の位置を手掛かりに

復旧勾配基準を設定し、石垣復旧勾配から解体範囲を検討する。

・（10/18）解体修理案の承認

・（2/2）石垣基礎診断の報告⇒継続審議

東十八間櫓・北十八間櫓・五間櫓下石垣
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東十八間櫓・北十八間櫓・五間櫓下 安全対策検討について 資料2-1-1

安全対策検討では石垣が崩落した場合に来城者の安全性を確保するための措置を検
討するものであり、重要文化財建造物が載る石垣は、以下基本方針に基づき〈安全
対策の検討フロー〉による検討の対象外とし、⑨現代工法を伴う修理検討を行う。

【重要文化財建造物下石垣の基本方針(熊本市の目標)  R3,3,25委員会承認】
・原則、重要文化財建造物は、文化財的価値が損なわれないように建造物として健全
な状態に復旧し、震災直前の利活用（来城者の立入等）の状態に回復することを目
指す。
ただし、文化財的に過度な補強・改造が必要であると判明した場合は各建造物で基
本方針の変更を検討する。

・重要文化財建造物下石垣は、平成28年熊本自身で崩壊および大きく変状し石垣解体
修理を行う場合に対して、重文建造物および残存石垣を保護するために、修理範囲
内で現代工法を含めた構造補強を検討する。

対象石垣の選定方法について

落石防護工

重要文化財建造物下石垣の基本方針
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凡例
　　：対策不可（現代工法検討）
　　：対策可
　　：重要文化財
　　：落石範囲
　　：崩落範囲
　　：復旧後動線

東十八間櫓・北十八間櫓・五間櫓下石垣 安全対策検討 全体平面図/検討結果 資料2-1-2

対象石垣について
・今回安全対策検討の対象としたのは

H174,H181,H182,H183の石垣（4面）である。



従前（地震前）の来城者公開ルート（参考）
資料2-1-3



東十八間櫓・北十八間櫓・五間櫓下石垣 安全対策検討 落石対策工概略検討資料 資料2-1-4

落石防護擁壁

判定：文化財的に対策不可
理由：根入れを確保する必要があり、遺構面への影響が大きいこと。

史跡内に現代構造物が恒久的に存在すること。
景観の観点で擁壁が人よりも高くなり、石垣が見えなくなる
こと。

落石防護網

判定：安全性の確保が不可
理由：対策が大規模崩壊には適さないこと。

1.5ｍ程度のアンカーが必要で、遺構面への影響が大きいこ
と。

「新・斜面崩壊防止工事の設計と実例－本編」 pp.272

落石防護柵

判定：文化財的に対策不可
理由：杭基礎の根入れが5ｍ程度必要で遺構面への影響が大きい

こと。

2.0m 1.5m 3.2m 1.5m
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3 
00

0

1.0m

落石防護擁壁

落石・土砂兼用防護柵

H=2.5m　根入れL=5.0m

落石・土砂兼用防護柵

H=4.0m　根入れL=5.0m

概略検討断面図 概略検討断面図 概略検討断面図
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概略検討平面図 杭基礎の根入れ5ｍは地盤強度から杭が強度
を発揮できる深さを算出。

落石防護網

土層部用アンカー

埋設深1.5ｍ程度
土層部用アンカー

埋設深1.5ｍ程度

落石防護網

※各石垣の検討内容については、【参考資料2-1-1～2-1-4】を参照


